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平成15年7月、急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く変化にかんがみ、次代の社

会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成されるための環境整備に取り組むことを目的と

して、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）（以下「次世代法」という。）が制

定されました。 

次世代法では、国や地方公共団体の機関を「特定事業主」と定め、その職員が仕事と子育

ての両立を図ることができるよう、「特定事業主行動計画」を策定することを義務付けていま

す。 

また、平成27年8月には、仕事で活躍したいと希望するすべての女性が、個性や能力を存

分に発揮できる社会の実現を目指し、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。）が制定されました。 

今回、それぞれの法律の目的を実現するためには、働き方の見直しや職業生活と家庭生

活の両立が共に重要であることから、２つの行動計画を一体化し、職員がより一層、仕事と家

庭において充実した時間が図られるよう支援していきます。 

 

第１ 計画期間  

本計画の期間は、令和３年10月１日から令和８年３月31日までの間とする。 

 

第２ 基本的な考え方  

人口減少・少子高齢化に伴い、労働力が不足する中で、職員人材を確保するために、次

世代育成支援及び女性活躍推進に向け取り組んでいきます。 

 

第３ 現状と課題  

１ 状況把握、課題分析 

本計画の策定にあたり、今までの取組の現状と課題の把握を行うため、町長部局、議会

事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事



務局、水道事業部局において、それぞれの状況を把握し、改善すべき事情について分析

を行った。なお、以下の表において状況把握した項目            内に示す数値は、毎

年１回、ホームページ等で公表するものとする。 

 

（１） 採用した職員に占める女性職員の割合（令和３年４月１日採用） 

区  分 全  体 女  性 男  性 

採用人数 １１ 人 ９ 人 ２ 人 

採用割合 １００．０ ％ ８１．８ ％ １９．２ ％ 

   ※ 採用割合は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

（２） 平均した継続勤務年数の男女の差異（令和３年３月31日現在） 

区  分 比  較 女  性 男  性 

継続勤務年数 △2.5年 16.4 年 18.9 年 

   ※ 継続勤務年数は、単純に職員数（再任用職員を除く。）で除した（小数 

点以下第２位以下を切り捨て）ものである。 

 

（３） 職員一人当たりの各月の超過勤務時間（令和２年度） 

区  分 総超過勤務時間 職員一人当たり 

４ 月 ３，１８２ 時間 １４．５ 時間 

５ 月 ３，２１５ 時間 １４．６ 時間 

６ 月 ２，７４３ 時間 １２．５ 時間 

７ 月 ２，０９６ 時間 ９．６ 時間 

８ 月 １，８７９ 時間 ８．６ 時間 

９ 月 １，６９７ 時間 ７．７ 時間 

10 月 ２，１８２ 時間 １０．０ 時間 

11 月 １，９１１ 時間 ８．７ 時間 

12 月 １，６６７ 時間 ７．６ 時間 

１ 月 ２，０９３ 時間 ９．６ 時間 

２ 月 ２，６３１ 時間 １２．０ 時間 

３ 月 ３，５００ 時間 １６．０ 時間 

計 ２８，７９６ 時間 １３１．４ 時間 

   ※ 職員一人当たりの時間数は、令和２年４月１日現在の職員数で単純に除した

（小数点第２位以下を四捨五入）ものである。 

（４） 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（令和３年４月１日現在） 

区  分 全  体 女  性 男  性 

対象人数 ４３ 人 ９ 人 ３４ 人 

割  合 １００．０ ％ ２０．９ ％ ７９．１ ％ 

   ※ 課長補佐級以上の職員とする。（小数点以下第２位以下を四捨五入） 

 



（５） 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（令和３年４月１日現在） 

区   分 全  体 女  性 男  性 

会計年度   

任用職員 

人数 ２０６ 人 １６８ 人 ３８ 人 

割合 １００ ％ ８１．６ ％ １８．４ ％ 

再任用 
人数 １２ 人 ４ 人 ８ 人 

割合 １００ ％ ３３．３ ％ ６６．７ ％ 

主事補級 
人数 １７ 人 １６ 人 １ 人 

割合 １００ ％ ９４．１ ％ ５．９ ％ 

主事級 
人数 ８４ 人 ５８ 人 ２６ 人 

割合 １００ ％ ６９．０ ％ ３１．０ ％ 

主査級 
人数 ６４ 人 ４６ 人 １８ 人 

割合 １００ ％ ７１．９ ％ ２８．１ ％ 

係長級 
人数 ４６ 人 ２４ 人 ２２ 人 

割合 １００ ％ ５２．２ ％ ４７．８ ％ 

課長補佐級 
人数 ２５ 人 ６ 人 １９ 人 

割合 １００ ％ ２４．０ ％ ７６．０ ％ 

課長級 
人数 １８ 人 ３ 人 １５ 人 

割合 １００ ％ １６．７ ％ ８３．３ ％ 

部長級 
人数 ４ 人 ０ 人 ４ 人 

割合 １００ ％ ０ ％ １００ ％ 

  ※ 割合は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

 

（６） 男女別の育児休業取得率（令和２年度） 

区  分 女  性 男  性 

取  得  率 １００．０ ％ ０．０ ％ 

    ※ 取得率は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

 

（７） 男性職員の配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇取得率（令和２年度） 

区   分 男   性 

取  得  率 １００．０ ％ 

 ※ 取得率は、小数点以下第２位以下を四捨五入したものである。 

 

 

 

 

 



２ 目標 

当該課題分析の結果、次のとおり目標を設定する。 

なお、この目標は、町長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務

局、農業委員会事務局、教育委員会事務局、水道事業部局において状況を把握し、改善

すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げてい

る。 

 

【数値目標】 

（１）  令和７年度までに、管理的地位にある職員に占める割合を、30％程度にす 

るよう努める。 

（２）  令和７年度までに、制度が利用可能な男性職員の育児休業の取得実績を、 

令和２年度の実績（０人）から引き上げ、１人以上にする。 

（３）  令和７年度までに、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を利用可能な 

全ての男性職員が取得できるよう努める。 

 

第４ 取組内容  

前記第３で掲げた数値目標その他の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

なお、この取組は、町長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務

局、農業委員会事務局、教育委員会事務局、水道事業部局において状況を把握し、改善

すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げてい

る。 

 

【取組内容】 

（１）管理的地位への女性職員の登用について 

       ・ 女性職員を人事・財政・企画・議会担当等、多様なポストに積極的に配置 

する。 

      ・ 女性職員に対して能力や意欲向上を図るため、積極的にスキルアップ研

修を受講させる。 

      ・ 係長職以上の各役職段階における人材確保を念頭に置いた計画的な人 

材育成を図る。 

 

（２）男性職員の育児休業及び配偶者出産休暇取得の促進について 

     ・ 男性職員の家事・育児への参画促進を組織的な目標に掲げる。 

     ・ 出産を控えている全ての男女職員に対し、各種制度の周知及び管理職員 

による育児休業等の取得についての声掛けなど制度活用の促進に努める。 

     ・ 男性職員の育児休業取得の促進に向けて、管理職員を対象にした意識改 

革や職場マネジメントに関する研修を実施する。 

 



 

 

（3）働きやすい職場環境づくり 

     ・ 会議・打合せを行う場合の開催ルールやイベント等に出務する職員の適正 

化を図るなど、効率的な事業の実施を推進します。 

     ・ 新たな行政ニーズにより事業の拡充や業務繁忙が生じた場合には、課内 

での業務の割振りや部内での調整により対応します。 

     ・ 毎週金曜日をノー残業デーとして設定し、緊急的又は突発的に業務が発 

生した職員を除き、定時退庁できるよう働きかけます。 

     ・ 職員一人ひとりが、年次休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりや取組を 

      実施します。 

     ・ 職員がハラスメント予防やその対処に関する正しい知識を持てるよう、周知 

していきます。 

     ・ ストレスチェック制度により職員自身のストレスへの気づきを促し、職員がメン 

ヘルス不調にならないようにカウンセリング等実施します。 

     ・ 情報通信技術（ICT）を利用した場所にとらわれない働き方などの柔軟な勤務 

      制度のあり方を検討します。 

     

（４）計画的育成とキャリア形成支援 

     ・ 女性職員の妊娠・出産等によるキャリアの中断、育児・家事等による時間的制 

約による職務経験不足からキャリアアップに対する自信のなさにつながっている 

と考えられるため、そうした事情を抱えながらも経験を積むことのできる機会を 

提供し、人材育成を図ります。 

     ・ 性別に関わらず、昇任意欲があり、かつ、適性のある職員に対し、積極的な 

登用を推進していきます。 

     ・ 介護を行う職員が、介護に係る休暇を取得しやすいよう、所属長が率先して 

職場の雰囲気づくりを行います。 

     ・ 職員一人ひとりが、年次休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりや取組を 

      実施します。 

      

 

 

 


